
石川町高齢者地域サロン 

 

 

 

 

 

 

       

〇高齢者が自分で通える場所にサロンを設置し、定期的な運動や交流をとおし 
 て、高齢者の閉じこもりや孤立・要介護状態になることを予防する。 
〇サロンの立ち上げや運営をとおして、自ら活動できる高齢者を増やし、高齢 
  者を主体として『介護予防ができる地域づくり』を展開する。 
〇サロン活動をとおして、地域の中での見守り・気にかけ合い・支え合いの機能 
  を強化し、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを目指す。 
〇平成２５年５月現在、３９カ所のサロンが活動中。  

サロン必携 
新聞棒づくり 

会場にはいつも 
笑いがあふれて 



 

 

地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

①市区町村名  石川町 

②人口（※１）  １６，９６０人 （      ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

 ６５歳以上 ２９．２％ 

 ７５歳以上 １７．０％ 

（      ） 

① 取組の概要 高齢者が自分で歩いて出かけられる範囲に、定期的に集い介護予防のための運動や交流

を図れるサロンを設置している。 

活動のねらいは、①高齢者の閉じこもり・孤立、介護予防、②地域の中での見守り・気

にかけ合い・支え合い機能の強化。 

⑤取組の特徴 

 

・地域の高齢者やボランティアが主体になり、立ち上げ・運営を担っている。 

・全てのサロンにおいて介護予防のための運動は必ず実施。その他の季節の行事・お茶

会・交流等は参加メンバーで話し合い・企画・実施している。 

・小学校の空教室利用のサロンでは、毎月児童との交流の時間を設けている。 

・できるだけお金をかけない、みんなの知恵と工夫で楽しく継続するをモットーに取り

組んでいる。 

⑥開始年度  平成１８年度 

⑦取組のこれまで

の経緯 

初年度は地区の長寿会や介護予防教室（二次予防）卒業者を中心にサロン立ち上げを呼

びかけた。また、町の地域福祉ネットワーク事業（※１）の推進と併せ、行政区長や民

生委員にも、サロンの意義を伝え協力を呼びかけた。サロンが新設されるたびに町の広

報誌で紹介し住民へのサロンの意義や効果の周知を続けてきた。サロンが１０カ所がで

きた頃から、町からの呼びかけではなく住民からの要望で設置が相次ぎ、平成２５年５

月現在、３９カ所のサロンが活動している。 

⑧主な利用者と人

数 

高齢者 実人数 約４５０人 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

実施主体 町 

（実際の活動は参加住民が主体となっている） 

 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

・サロン立ち上げの相談・支援 

・運動指導のためのリハビリ専門職派遣 

平成２５年度予算 １５０千円（地域支援事業 一次介護予防事業費） 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

 

⑫取組の課題 ・男性の参加促進 

・参加者の拡大（高齢者の相互啓発機能の向上） 

⑬今後の取組予定 ・既存サロンの自主化の促進 

・設置が少ない地区への立ち上げ支援 

⑭その他 ※１：隣近所の住民同士のつながりを強め、身近な住民同士が日頃から気にかけ合い・

見守り合い・支え合うことで、困っている人を見落とさない・誰もが安心して暮らし続

けられる力ある地域づくりを推進する活動。（平成１７年度取り組み開始） 

福島県 



 

⑮担当部署及び連

絡先 

保健福祉課 地域包括支援係 

電話 ０２４７－２６－４６０６ 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 



石川町 高齢者地域サロン実施要項 

 

ね ら い：高齢者等が自分で通える場所に集い運動や交流をとおして、介護予防につな

がる活動ができるよう支援する。そのことにより、高齢者の閉じこもりや孤立

を予防する。また、地域のつながりを強めながら自ら活動できる高齢者を増や

し、高齢者を主体として介護予防ができる地域づくりを展開する。さらに、サ

ロン活動をとおして、身近な地域の中での見守り・気にかけ合い・支え合い機

能を強化し、誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりを目指す。 

 

 

実施主体：石川町（地域包括支援センター） 

 

 

対 象 者：高齢者等 （子供・障がい者・高齢者・地域住民誰でも参加可） 

 

 

方  法：地区の集会所など高齢者が自分で通える場所に、定期的に集まり運動や交流

をする。活動内容等については参加者間で話し合い決定する。 

介護予防に資するより効果的な活動が継続されるよう、町は立ち上げ・運動方

法の指導等の支援を行なう。 

 

 

予  算：介護保険特別会計 地域支援事業費 介護予防一般高齢者施策事業費 

     サロン運動教室講師謝礼 

 



石川町の地域ケア会議の実際 
～ みんな（多職種）で考え、つなぎ、つくる・・のために ～ 

〇 会議のテーマの設定は、現場のケアスタッフ・関係者の声から・・ 

 たとえば、「若年要介護者の支援を考える」、「在宅での看取りの支援のために」 
 

〇ひとつの事例、ひとりの経験から 「こんな事実が地域の中にある、同じ困り 

 ごとはないのか」「こんなことができた」「こんな資源があったら・・」ｅｔｃ 

        地域の現状と課題をみんなで共有する。 

    （個の課題から地域の課題を、個の経験・気づきを全体のものに・・） 

 

〇何が必要か、どうしたらできるのか、なぜできたのか・・をみんなで考える。 

 

 

会議をとおして仲間に
なる、ネットワークが

できる。 
グループで考えたことを

全体で共有 

こんなことがあったら、 
家で看取れるよ！ 



平成２４年度 地域ケア会議 企画書（２） 

～ 在宅での看取りの支援を考える ～ 

ね ら い 

１、石川町の終末期への支援の現状が共有できる。 

２、（在宅で最期をと望む人の）在宅での看取りができるために必要なこと・資源・連携の在り方

について、取り組み方法まで具体的に考えることができる。 

３、（次の取り組みが明確になる。 第６期計画策定に活かされる） 

日  時 平成２５年 ２月１４日 （木） 午後１時３０分 ～ ４時  

場  所 保健センター ２階 会議室 

参加者  介護支援専門員、介護スタッフ、保健福祉課職員 等 

時 間 内   容 （担 当） 留意点 準 備 

１３：１５ 

１３：３０ 

 

 

 

 

１３：４５ 

 

 

 

１４：００ 

 

 

１４：１５ 

 

１４：４０ 

 

 

 

 

１５：１５ 

 

１５：４０ 

 

１５：５０ 

 

１６：００ 

受 付（ 阿部、南條 ） 

開 会（ 進行：久保木 ） 

主催者あいさつ（吉田課長） 

 

本日のケア会議のねらい、進め方、ルール等の確認 

 

１、話題提供：在宅での看取りの実際、終末期への支援・現状 

    訪問看護ステーションひらた：小木智恵子氏 

    愛恵在宅介護支援センター ：太楽 幸子氏 

 

２、ＧＷ①：各々の終末期支援への思い・考えを表現する。 

（自分は、家族として、支援者として、現場での体験 等） 

 

３、全体で共有（いろんな考え方がある・・を共有） 

 

４、ＧＷ②：在宅での看取りを推進するために必要なこと・ 

資源・連携の在り方について考える。 

（本人・家族の意思決定支援も含めて、各々の役割や具体的に

どう取り組めるかまで考える） 

 

５、全体で共有 

 

６、課長のコメント 

 

７、ＧＷ③：会議の振り返り・感想 

 

閉 会 

事前にＧわけ 

作業、時間配分の 

板書 

 

 

 

 

 

 

 

在宅への賛否ではな

く、自分の思いを素

直に語れる 

 

 

ＫＪ法で整理する 

個人⇒グループ分け 

⇒小見出し⇒表題 

 

 

 

 

 

 

ここで時間調整 

受付名簿 

レジュメ 

マイク 

カメラ 

マジック 

付箋 

記録用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

水分補給 

    

                                       企画：久保木 


